
51　　　銀行実務　2023.2

　
　

グ
ロ
ー
バ
ル
な
「
ア
ド
バ
イ

ザ
ー
」
と
「
販
売
者
」
の
区
別

　

日
本
の
顧
客
プ
レ
イ
ヤ
ー
の
分

類
を
す
る
前
に
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な

視
点
で
の
「
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
」
の

定
義
に
触
れ
て
お
く
べ
き
だ
。

　

米
国
で
は
「
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
」

は
明
確
で
あ
る
。
Ｒ
Ｉ
Ａ
（Reg-

istered Investm
ent A

dviser

）

と
い
う
登
録
を
受
け
た
者
は
ア
ド

バ
イ
ザ
ー
と
名
乗
る
こ
と
が
で
き

る
が
、
登
録
を
受
け
て
い
な
い
者

は
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
と
は
名
乗
れ
な

い
。
販
売
者
は
ブ
ロ
ー
カ
ー
や
デ

ィ
ー
ラ
ー
、Ｉ
Ｃ
（Independent 

Contractor
）
と
呼
ば
れ
る
。
投

資
家
が
、
金
融
商
品
の
販
売
で
生

計
を
立
て
て
い
る
販
売
者
に
相
談

を
し
て
い
る
の
か
、
Ｒ
Ｉ
Ａ
登
録

事
業
者
に
相
談
し
て
い
る
の
か
が

明
確
に
分
か
る
よ
う
な
仕
組
み
に

な
っ
て
い
る
の
だ（
図
表
１
参
照
）。

　

さ
ら
に
「
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
」
と

販
売
者
を
は
っ
き
り
と
区
別
す
る

た
め
の
制
度
設
計
が
米
国
で
は
成

さ
れ
て
い
る
。

　

Ｒ
Ｉ
Ａ
未
登
録
者
は
「
ア
ド
バ

イ
ザ
ー
」
呼
称
を
使
用
す
る
こ
と

が
制
限
さ
れ
て
い
る
。
会
社
名
や

名
刺
に
「
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
」
と
記

載
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、

R
I
A
登
録
者
の
み
だ
。

未
登
録
者
が
「
ア
ド
バ

イ
ザ
ー
」
表
記
を
使
用

す
る
と
、
レ
ギ
ュ
レ
ー

シ
ョ
ン
・
ベ
ス
ト
・
イ

ン
タ
レ
ス
ト
＝
Ｒ
ｅ
ｇ 

Ｂ
Ｉ
の
、
開
示
義
務
違

反
と
な
る
。

　
　

顧
客
ア
ド
バ
イ
ザ

ー
の
手
本
は
英
国
Ｉ

Ｆ
Ａ
、
米
国
Ｒ
Ｉ
Ａ

　

英
国
の
Ｉ
Ｆ
Ａ（In-

dependent Financial 

A
dviser

）、
米
国
の
Ｒ

Ｉ
Ａ（Registered In-

vestm
ent A

dviser

）

は
共
に
「
ア
ド
バ
イ
ザ

ー
」
の
グ
ロ
ー
バ
ル
基

準
で
手
本
と
な
り
得
る

存
在
だ
。

　

特
徴
は
、
証
券
会
社
か
ら
の
手

数
料
の
還
元
は
受
け
取
ら
な
い
（
注

１
）。
金
融
商
品
販
売
の
仲
介
手
数

料
、
売
買
手
数
料
の
一
部
、
投
資

信
託
の
販
売
手
数
料
な
ど
を
受
け

1

2

図表１　米国ではRIA無登録者が「アドバイザー」名称を使用すると
Reg BI開示義務違反の可能性が

（出所）米国SEC公式HP「Frequently Asked Questions on Regulation Best Interest」
　　　https://www.sec.gov/tm/faq-regulation-best-interest（翻訳はRIA JAPAN）

Q: I am a broker-dealer with an affi  liated registered investment adviser. Can my fi rm use 
the terms “adviser” or “advisor” in its name?

A: Generally, no. As noted above, the use of the terms “adviser” or “advisor” in a name 
or title by a broker-dealer thatis not also a registeredinvestment adviser would 
presumptively violate the Disclosure Obligation under Regulation Best Interest. (Posted 
Aprio 20, 2020)

Q: 私は、登録投資顧問会社と提携するブローカー・ディーラーです。私の会社は、社名に
「adviser」や「advisor」という言葉を使用することができますか？

A: 一般的には、できません。上述の通り、登録投資アドバイザーでもないブローカー・デ
ィーラーが名称や肩書きに「adviser」や「advisor」という単語を使用することは、ベスト・
インタレスト規制の開示義務に違反すると推測されます。（投稿日：2020 年 4月 20日）

顧客本位をハイレベルで実現するには
～中立で信頼できる助言業者の日本での確立～

安東　隆司

　首相は金融相に「中立的で信頼できる助言者制度の創設」を指示し
た。米国では販売者とアドバイザーとが分けられているが、日本は販
売者・仲介者が運用の指南役を担っており、金融商品の販売をしない
中立的で信頼できるアドバイザーは人数が限られている。助言者制度
が充実し顧客本位に立ったアドバイザーが増加すれば、国民の資産所
得倍増の実現が期待される。本稿では、金融機関としてハイレベルな
顧客本位を実現するための「助言」について考察した。
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取
ら
な
い
形
だ
。

　

収
益
の
源
泉
は
、
顧
客
か
ら
の

「
投
資
顧
問
報
酬
」
な
ど
と
な
る
。

こ
れ
は
ハ
イ
レ
ベ
ル
の
顧
客
本
位

を
実
現
で
き
る
。

　
「
フ
ィ
ー
ベ
ー
ス
型
」
報
酬
も

キ
ー
ワ
ー
ド
だ
。
契
約
残
高
×
報

酬
率
と
い
っ
た
報
酬
体
系
が
用
い

ら
れ
る
。
顧
客
の
資
産
運
用
が
成

功
し
、
契
約
額
が
増
加
す
れ
ば
、

ア
ド
バ
イ
ザ
ー
の
報
酬
も
増
加
す

る
。
顧
客
と
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
は
、

顧
客
資
産
の
増
加
＝
資
産
運
用
の

成
功
と
い
う
、
同
じ
目
的
を
持
つ

Ｗ
Ｉ
Ｎ-

Ｗ
Ｉ
Ｎ
の
関
係
を
築
く

こ
と
が
で
き
る
。
ハ
イ
レ
ベ
ル
な

顧
客
本
位
の
事
業
者
と
な
り
得
る
。

　
　

販
売
者
の
コ
ミ
ッ
シ
ョ
ン
型

ビ
ジ
ネ
ス
で
は
利
益
相
反
が

　

一
方
、
日
本
で
よ
く
み
ら
れ
る

販
売
者
の
コ
ミ
ッ
シ
ョ
ン
型
ビ
ジ

ネ
ス
は
、
構
造
上
利
益
相
反
の
危

険
性
が
あ
る
。

　

販
売
者
側
は
、
高
い
コ
ス
ト
・

売
買
に
よ
る
手
数
料
を
顧
客
が
負

担
す
る
こ
と
が
高
い
収
益
に
直
結

す
る
。
投
資
信
託
を
２
〜
３
年
で

乗
換
え
さ
せ
都
度
の
販
売
手
数
料

を
受
領
し
て
い
た
投
信
の
回
転
売

買
問
題
や
、
償
還
期
間
の
短
い
Ｅ

Ｂ
債
の
仕
組
み
債
回
転
売
買
な
ど

の
コ
ミ
ッ
シ
ョ
ン
型
ビ
ジ
ネ
ス
に

収
益
性
が
高
い
。

　

ま
た
、
信
託
報
酬
の
一
部
を
販

売
者
が
受
け
取
る
仕
組
み
の
金
融

商
品
で
は
、
信
託
報
酬
の
高
い
商

品
を
顧
客
に
勧
め
る
イ
ン
セ
ン
テ

ィ
ブ
が
働
く
。
販
売
者
は
、
高
い

コ
ス
ト
を
顧
客
が
負
担
す
る
運
用

が
収
益
性
に
繋
が
る
の
だ
。
顧
客

に
と
っ
て
利
益
の
あ
る
、
低
コ
ス

ト
運
用
は
、
販
売
者
に
と
っ
て
は

収
益
性
の
低
い
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル

で
あ
る
。
従
来
の
「
コ
ミ
ッ
シ
ョ

ン
型
モ
デ
ル
」
は
、「
利
益
相
反

の
関
係
」
が
あ
る
。
顧
客
本
位
の

業
務
運
営
に
は
限
界
が
あ
る
。

　
　

日
本
の
Ｉ
Ｆ
Ａ
と
米
国
Ｉ
Ｃ

（
ブ
ロ
ー
カ
ー
・
デ
ィ
ー
ラ
ー
）

は
、
ほ
ぼ
同
内
容

　

日
本
で
金
融
商
品
の
提
案
・
販

売
に
関
わ
る
金
融
商
品
仲
介
業

者
・
金
融
商
品
取
引
業
者
で
、
従

来
の
金
融
機
関
以
外
の
解
説
を
行

う
。
日
本
の
Ｉ
Ｆ
Ａ
は
金
融
商
品

仲
介
業
者
で
、
い
わ
ば
外
務
員
の

形
態
で
あ
る
。
証
券
会
社
か
ら
の

手
数
料
な
ど
を
受
け
取
る
形
態
だ
。

コ
ミ
ッ
シ
ョ
ン
型
の
Ｉ
Ｆ
Ａ
は
、

米
国
の
Ｉ
Ｃ（Independent Con-

tractor

）
と
同
様
の
内
容
と
類

別
で
き
る
。
日
本
の
Ｉ
Ｆ
Ａ
は
販

売
者
だ
（
注
２
）。
宣
伝
文
句
「
独
立

系
の
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
で
中
立
」
は

米
国
基
準
で
は
違
反
だ
。
日
本
の

Ｉ
Ｆ
Ａ
の
独
立
系
は
、「
特
定
の

1
社
の
証
券
会
社
」
か
ら
の
独
立

を
意
図
し
た
も
の
の
よ
う
だ
。

　

Ａ
証
券
と
Ｂ
証
券
な
ど
複
数
の

代
理
店
で
、
よ
り
手
数
料
の
安
い

選
択
や
幅
広
い
商
品
選
択
が
可
能

で
中
立
と
の
触
れ
込
み
だ
。
し
か

し
な
が
ら
証
券
の
仲
介
者
で
、
販

売
者
側
で
あ
る
こ
と
は
明
白
だ
。

証
券
会
社
と
顧
客
の
間
の
中
立
な

立
場
の
業
務
で
は
無
く
、
販
売
者

サ
イ
ド
の
事
業
者
だ
。
日
本
の
Ｉ

Ｆ
Ａ
（
注
２
）
の
特
徴
を
米
国
基
準

で
ま
と
め
る
と
、

・
中
立
で
は
な
く
、
販
売
者
側

・
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
で
は
な
く
、
販

売
者

が
実
態
で
、「
中
立
な
独
立
系
ア

ド
バ
イ
ザ
ー
」
と
い
う
触
れ
込
み

は
米
国
で
は
通
用
し
な
い
。
Ｒ
Ｉ

Ａ
登
録
を
受
け
て
い
な
い
の
で
ア

ド
バ
イ
ザ
ー
で
は
無
く
、
販
売
者

側
で
中
立
で
も
な
い
。

　

米
国
Ｒ
Ｉ
Ａ
と
英
国
Ｉ
Ｆ
Ａ
は

ア
ド
バ
イ
ザ
ー
業
務
で
、
証
券
関

連
の
手
数
料
を
受
け
取
ら
な
い
。

顧
客
か
ら
の
ア
ド
バ
イ
ス
フ
ィ
ー

（
投
資
顧
問
報
酬
等
）
を
受
け
取

る
形
だ
。
証
券
会
社
が
儲
か
る
、

高
い
コ
ス
ト
の
商
品
を
顧
客
に
勧

め
る
こ
と
は
、
米
国
Ｒ
Ｉ
Ａ
、
英

国
Ｉ
Ｆ
Ａ
に
は
デ
メ
リ
ッ
ト
で
し

か
な
い
。
顧
客
の
資
産
が
手
数
料

に
消
え
て
し
ま
う
か
ら
だ
。
ハ
イ

レ
ベ
ル
な
顧
客
本
位
実
現
は
、
こ

れ
ら
の
形
が
理
想
に
近
い
だ
ろ
う

（
次
頁
図
表
２
参
照
）。

3

4
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ア
ド
バ
イ
ス
報

酬
と
助
言
登
録

　

銀
行
や
証
券
、
保

険
な
ど
の
従
業
員
は
、

金
融
機
関
で
金
融
商

品
仲
介
業
な
ど
の
登

録
を
受
け
て
い
る
た

め
、
商
品
の
説
明
が

仲
介
・
媒
介
の
範
囲

で
で
き
る
。

　

し
か
し
、
こ
れ
は

ア
ド
バ
イ
ス（
助
言
）

で
は
な
く
、
販
売
の

た
め
の
説
明
で
あ
る
。

し
か
し
現
在
で
も
仲

介
業
者
が
フ
ィ
ー
ベ

ー
ス
型
の
報
酬
を
受

け
取
る
事
例
が
あ
る
。

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
環

境
で
ほ
ぼ
ゼ
ロ
に
近

い
管
理
料
を
、
対
面

で
行
う
場
合
に
「
管

理
料
」
と
称
し
て
フ

ィ
ー
ベ
ー
ス
型
報
酬

を
受
け
取
る
事
例
が

あ
る
。
顧
客
は
ア
ド
バ
イ
ス
を
期

待
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
管
理
を

期
待
し
て
い
る
訳
で
は
な
い
で
あ

ろ
う
。

　

こ
の
事
例
は
、
金
商
法
の
拡
大

解
釈
と
い
っ
た
印
象
を
受
け
る
。 

顧
客
か
ら
フ
ィ
ー
ベ
ー
ス
型
の
投

資
ア
ド
バ
イ
ス
の
報
酬
を
得
る
な

ら
ば
、
投
資
助
言
の
登
録
を
受
け
、

助
言
業
の
範
囲
で
行
う
べ
き
な
の

だ
。
こ
の
よ
う
な
グ
レ
ー
な
事
例

を
正
当
化
す
べ
く
、
投
資
助
言
の

業
務
範
囲
の
拡
大
要
請
が
証
券
業

な
ど
か
ら
寄
せ
ら
れ
、
証
券
会
社

を
助
言
対
象
者
に
加
え
る
改
定
案

に
至
っ
た
と
推
察
す
る
。

　
　

日
本
の
独
立
系
Ｆ
Ｐ
と
助
言

登
録

　

顧
客
は
Ｆ
Ｐ（Financial Plan-

ner

）
に
相
談
す
る
ケ
ー
ス
も
あ

る
。
独
立
系
の
Ｆ
Ｐ
に
は
金
融
商

品
の
手
数
料
を
受
け
取
ら
な
い
と

明
言
し
て
い
る
者
も
あ
る
。
理
念

と
し
て
は
顧
客
本
位
を
実
現
で
き

う
る
可
能
性
が
あ
る
。

　

し
か
し
、
顧
客
は
プ
ラ
ン
ニ
ン

グ
（
ア
ド
バ
イ
ス
で
は
な
い
）
に

対
し
て
報
酬
を
払
う
文
化
が
日
本

で
は
根
付
い
て
い
な
い
。

　

金
融
商
品
の
販
売
者
が
相
談
を

無
料
と
し
、
実
際
は
販
売
者
か
ら

キ
ッ
ク
バ
ッ
ク
を
収
益
化
し
て
い

る
構
図
が
一
般
投
資
家
に
知
ら
れ

て
お
ら
ず
、「
相
談
は
タ
ダ
」
と

な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。

　

も
う
一
つ
の
問
題
は
業
際
問
題

で
あ
る
。
日
本
で
Ｆ
Ｐ
業
務
を
行

っ
て
い
る
者
で
も
投
資
助
言
・
代

理
業
の
登
録
を
受
け
て
い
な
け
れ

ば
、
具
体
的
な
プ
ラ
ン
や
投
資
先

の
ア
ド
バ
イ
ス
を
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
。

　

Ｆ
Ｐ
に
相
談
し
て
も
、「
具
体

的
な
Ａ
と
い
う
銘
柄
を
買
っ
て
く

だ
さ
い
」
と
い
う
助
言
は
本
来
受

け
ら
れ
な
い
。
助
言
業
登
録
を
受

け
ず
に
Ｆ
Ｐ
資
格
の
み
で
銘
柄
ア

ド
バ
イ
ス
を
行
う
事
業
者
は
金
商

法
違
反
で
あ
る
。
し
か
し
Ｆ
Ｐ
資

格
の
み
で
有
料
会
員
サ
ロ
ン
や
コ

ン
サ
ル
業
を
謳
う
無
登
録
業
者
が

5

6

（出所）金融庁HP：みずほ総合研究所「独立系フィナンシャルアドバイザー（IFA）に関する調査研究」（2019年7月）を元に
　　　RIA JAPAN作成

図表２　日米英のアドバイザー事情

顧客からの
アドバイスフィー受取

投資助言業/
投資顧問業登録を

行えば可能

×

（金融商品仲介業者）
IFA

（ブローカー・ディーラー）
IC

Registered Investment
Adviser

RIA
Independent Financial

Adviser

IFA

×

× ×

○

○ ○

○

証券会社からの
手数料受取

形態

日本 米国 英国

（証券）外務員 登録外務員 投資顧問業 ――

独立系の
担い手の名称
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多
く
存
在
す
る
。

　
　

金
融
庁
W
G
、
顧
客
の
立

場
に
立
っ
た
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
は

　

金
融
庁
の
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー

プ
が
『
顧
客
本
位
タ
ス
ク
フ
ォ
ー

ス
中
間
報
告
』
を
２
０
２
２
年
12

月
に
公
表
し
た
。「
顧
客
の
立
場

に
立
っ
て
い
る
と
謳
い
な
が
ら
、

特
定
の
金
融
事
業
者
や
金
融
商
品

に
偏
っ
た
ア
ド
バ
イ
ス
が
行
わ
れ

て
い
る
ケ
ー
ス
が
見
ら
れ
る
、
顧

客
に
と
っ
て
誰
が
信
頼
で
き
る
ア

ド
バ
イ
ザ
ー
で
あ
る
か
が
分
か
ら

な
い
」
と
の
指
摘
が
あ
っ
た
。
①

金
融
商
品
販
売
を
兼
業
せ
ず
幅
広

い
金
融
商
品
助
言
が
可
能
で
、
②

報
酬
は
顧
顧
客
か
ら
の
み
受
領
な

ど
の
条
件
を
満
た
す
「
認
定
ア
ド

バ
イ
ザ
ー
」
を
リ
ス
ト
化
、
公
表

す
る
案
が
示
さ
れ
て
い
る
。

　
　

投
資
助
言
業
の
日
本
で
の
あ

る
べ
き
姿
と
解
決
案

　

中
立
な
情
報
提
供
者
の
人
員
増

加
は
必
要
だ
。
し
か
し
顧
客
本
位

を
実
践
し
て
き
た
投
資
助
言
業
者

と
、
新
し
い
認
定
ア
ド
バ
イ
ザ
ー

が
同
様
と
誤
解
さ
せ
る
条
件
緩
和

は
望
ま
し
く
な
い
と
考
え
る
。

　

ま
た
、「
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
」
名

称
を
今
回
使
用
す
る
こ
と
は
望
ま

し
く
な
い
。
世
界
基
準
で
の
助
言

者
定
義
の
浸
透
を
図
る
べ
き
と
考

え
る
。

　

運
用
業
や
販
売
業
・
仲
介
業
と

助
言
業
の
兼
業
は
「
中
立
な
ア
ド

バ
イ
ザ
ー
」
増
加
と
は
限
ら
な
い
。

自
社
系
列
商
品
へ
の
助
言
と
い
う

利
益
相
反
が
考
え
ら
れ
る
か
ら
だ
。

過
去
の
問
題
事
例
（
注
３
）
に
再
び

学
ぶ
必
要
が
あ
る
。
中
立
な
情
報

提
供
者
の
人
員
増
加
は
必
要
だ
。

国
民
全
体
の
金
融
リ
テ
ラ
シ
ー
向

上
の
一
助
と
な
る
。

　

資
産
形
成
の
担
い
手
と
し
て
、

助
言
業
者
よ
り
も
遥
か
に
人
数
の

多
い
独
立
系
の
Ｆ
Ｐ
や
既
存
の
金

融
機
関
が
情
報
提
供
者
と
な
る
仕

組
み
が
必
要
だ
。

　

そ
こ
で
、
以
下
の
よ
う
な
仕
組

み
導
入
を
提
言
す
る
。

　

つ
み
た
て
Ｎ
Ｉ
Ｓ
Ａ
イ
ン
デ
ッ

ク
ス
型
の
み
の
助
言
を
可
能
と
す

る
初
級
投
資
情
報
提
供
者
、
Ｄ
Ｃ

関
連
の
取
り
扱
い
を
可
能
と
す
る

中
級
投
資
情
報
提
供
者
で
あ
る
。

　

投
資
助
言
の
登
録
に
ラ
ン
ク
付

け
を
行
い
、
独
立
系
Ｆ
Ｐ
や
金
融

機
関
が
担
い
手
と
な
る
制
度
を
新

設
す
る
。

　

つ
み
た
て
Ｎ
Ｉ
Ｓ
Ａ
や
、
一
般

Ｎ
Ｉ
Ｓ
Ａ
活
用
を
企
図
し
イ
ン
デ

ッ
ク
ス
型
の
低
コ
ス
ト
の
投
資
信

託
等
に
限
っ
て
、
情
報
提
供
が
可

能
な
初
級
投
資
情
報
提
供
者
制
度

を
設
立
す
る
と
い
う
案
だ
。
ア
ク

テ
ィ
ブ
型
は
コ
ス
ト
高
で
イ
ン
デ

ッ
ク
ス
型
に
リ
タ
ー
ン
が
劣
後
す

る
場
合
も
多
い
た
め
助
言
対
象
か

ら
除
外
す
る
。

　

企
業
型
Ｄ
Ｃ
は
、
今
ま
で
金
融

機
関
主
導
で
高
コ
ス
ト
商
品
ラ
イ

ン
ア
ッ
プ
に
メ
ス
が
入
っ
て
い
な

い
。
企
業
の
総
務
担
当
者
な
ど
が

Ｄ
Ｃ
制
度
の
専
門
家
で
な
い
場
合

が
殆
ど
で
、
運
営
管
理
機
関
に
任

せ
き
り
に
な
っ
て
い
る
。

　

ま
た
企
業
型
Ｄ
Ｃ
制
度
が
無
い

企
業
に
も
、
ｉ
Ｄ
ｅ
Ｃ
ｏ
の
活
用

を
促
し
、
老
後
の
資
産
形
成
を
現

役
時
代
か
ら
非
課
税
制
度
を
使
い

積
極
的
に
行
う
重
要
性
を
説
く
べ

き
だ
。

　

こ
こ
で
も
低
コ
ス
ト
の
イ
ン
デ

ッ
ク
ス
運
用
を
中
心
に
置
く
。
高

い
コ
ス
ト
の
商
品
が
激
減
し
、
国

民
全
体
の
運
用
コ
ス
ト
削
減
に
よ

る
リ
タ
ー
ン
向
上
が
見
込
め
る
。

　

一
方
金
融
機
関
の
収
益
減
少
は

避
け
ら
れ
な
い
。
大
胆
な
構
造
改

革
を
行
う
た
め
、
情
報
提
供
者
の

採
算
確
保
の
た
め
の
「
研
修
に
対

す
る
政
府
か
ら
の
補
助
予
算
」
が

実
現
す
れ
ば
、
金
融
機
関
の
構
造

改
革
を
後
押
し
す
る
効
果
が
期
待

で
き
る
の
で
は
な
い
か
。

　
　

銀
行
、
地
銀
、
第
二
地
銀
、

信
金
は
顧
客
の
投
資
「
助
言
」

に
ど
う
向
き
合
う
べ
き
か

　

金
融
庁
長
官
が
か
つ
て
語
っ
た

コ
メ
ン
ト
を
紹
介
す
る
。「
正
し
い

金
融
知
識
を
持
っ
た
顧
客
に
は
売

78
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り
づ
ら
い
商
品
を
作
っ
て
一
般
顧

客
に
売
る
ビ
ジ
ネ
ス
、
手
数
料
獲

得
が
優
先
さ
れ
顧
客
の
利
益
が
軽

視
さ
れ
る
結
果
、 

顧
客
の
資
産
を

増
や
す
こ
と
が
で
き
な
い
ビ
ジ
ネ

ス
は
、
そ
も
そ
も
社
会
的
に
続
け

る
価
値
が
あ
る
も
の
で
す
か
？
」

　

現
場
で
金
融
商
品
に
携
わ
る
従

業
員
が
「
本
当
は
こ
ん
な
商
品
を

販
売
し
た
く
な
い
」
と
心
の
奥
底

で
は
思
っ
て
い
て
も
、
従
順
な
組

織
人
と
し
て
評
価
さ
れ
る
た
め
に

は
収
益
を
優
先
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

そ
ん
な
金
融
機
関
の
ま
ま
で
良
い

の
だ
ろ
う
か
。

　

従
来
の
コ
ミ
ッ
シ
ョ
ン
型
ビ
ジ

ネ
ス
：
高
コ
ス
ト
商
品
販
売
の
一

部
還
元
を
受
け
る
「
販
売
者
側
」

の
ビ
ジ
ネ
ス
脱
却
を
真
剣
に
考
え

る
必
要
が
あ
る
。世
界
的
に
は「
顧

客
側
に
立
つ
助
言
者
」
が
主
流
に

な
り
つ
つ
あ
る
。

　

顧
客
想
い
の
従
業
員
が
苦
悩
す

る
組
織
を
改
革
で
き
る
の
は
、
経

営
者
や
企
画
担
当
部
署
し
か
な
い

で
あ
ろ
う
。

　

証
券
関
連
ノ
ウ
ハ
ウ
が
少
な
い

金
融
機
関
は
Ｉ
Ｆ
Ａ
ビ
ジ
ネ
ス

（
金
融
商
品
仲
介
業
＝
販
売
者
）

を
模
索
す
る
場
合
が
多
い
。

　

し
か
し
、
世
界
の
潮
流
を
見
据

え
、
投
資
助
言
事
業
者
と
の
ビ
ジ

ネ
ス
を
検
討
に
加
え
る
べ
き
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
選
ば
れ
る
金
融

機
関
と
な
り
、
生
き
残
る
た
め
の

大
英
断
の
た
め
の
時
間
は
そ
れ
ほ

ど
残
さ
れ
て
い
な
い
。

※　
　

※　
　

※

（
注
１
）
米
国
で
Ｒ
Ｉ
Ａ
と
Ｆ
Ａ
を

兼
業
す
る
事
業
者
が
あ
る
。
こ
の

場
合
は
コ
ミ
ッ
シ
ョ
ン
を
受
け
取

る
場
合
が
あ
る
が
、
そ
の
手
数
料

は
開
示
さ
れ
る
前
提
に
立
つ
と
推

察
さ
れ
る
。

（
注
２
）
米
国
Ｒ
Ｉ
Ａ
登
録
事
業
者

の
Ｉ
Ｆ
Ａ
を
除
く
。
前
述
の
通
り
、

Ｒ
Ｉ
Ａ
登
録
を
受
け
て
い
な
い
の

で
あ
れ
ば
、
米
国
基
準
で
は
「
ア

ド
バ
イ
ザ
ー
」
は
名
乗
れ
な
い
。

日
本
の
Ｉ
Ｆ
Ａ
で
仕
組
み
債
の
販

売
に
特
化
し
て
い
た
事
例
も
あ
っ

た
。
本
来
の
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
の
役

割
と
か
け
離
れ
、
Ｉ
Ｆ
Ａ
な
の
で

安
心
と
の
印
象
操
作
の
懸
念
も
あ

る
。
こ
れ
は
英
国
の
Ｉ
Ｆ
Ａ
の
独

立
系
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
の
イ
メ
ー
ジ

を
引
用
し
な
が
ら
、
実
態
は
販
売

者
の
形
態
を
執
る
事
業
者
を
Ｉ
Ｆ

Ａ
と
呼
ん
で
し
ま
っ
た
こ
と
が
要

因
の
一
つ
と
考
え
ら
れ
る
。

（
注
３
）
１
３
０
０
億
円
の
企
業
年

金
資
金
が
失
わ
れ
た
Ａ
Ｉ
Ｊ
事
件
。

Ａ
Ｉ
Ｊ
は
投
資
助
言
を
名
乗
り
な

が
ら
、
自
社
系
列
の
フ
ァ
ン
ド
導

入
を
助
言
。
実
際
の
運
用
マ
イ
ナ

ス
90
％
で
あ
っ
た
が
、
運
用
実
績

を
９
年
余
り
で
収
益
累
積
２
４
５

％
と
偽
っ
た
宣
伝
し
て
い
た
。
投

資
助
言
業
者
が
兼
業（
実
質
兼
業
）

を
し
て
い
る
と
、
こ
の
よ
う
な
マ

ッ
チ
ポ
ン
プ
事
例
を
排
除
す
る
こ

と
は
容
易
で
は
な
い
。

 （
Ｒ
Ｉ
Ａ 

Ｊ
Ａ
Ｐ
Ａ
Ｎ
お
カ
ネ
学

株
式
会
社
代
表
取
締
役
）
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